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■お問い合わせ先　建設課建設班（TEL29ー3910）

選挙当日の投票区及び投票所

投票できる方
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開票は、当日午後８時から小坂町向陽体育館で行います。

この選挙で投票できるのは、次の要件を満たし選挙人名簿に記載されている方です。

（１）年齢要件　平成19年７月21日以前に生まれた方

（２）住所要件　Ａ 令和７年４月２日以前から引き続いて小坂町に住んでいて、住民基本　
　台帳に記載されている方
Ｂ 既に小坂町選挙人名簿に登録されている方で、令和７年４月３日以降、　
　他の市町村に住民登録を移された方またはこれから移される方
※Ｂに該当する方は、新たにお住まいとなる市町村では投票できませんので、
　小坂町で投票することになります


